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別記様式（第５条関係） 

会 議 録 

会議の名称 令和６年度福津市障がい者施策推進協議会 

開催日時 令和 7年 3月 21日(金) 14:30～16:30 

開催場所 福津市役所本館 2階 庁議室 

委員名 

（１）出席委員 

中山健、占部幸子、中嶋敏郎、麻生辰廣、 

花田敏秀、浅井あかね、杉本みぎわ 

（２）欠席委員 

後藤朋子、津留英智、飯野信子 

所管課職員職氏名 

福祉課 課長 大庭武志 

福祉課 障がい福祉係 係長 緒方康裕 

福祉課 障がい福祉係 主査 松尾悠里 

会

議 

議 題 

（内 容） 

（１）「第３期福津市障がい者計画」及び「第７期

福津市障がい福祉計画及び第３期障がい福祉計

画」の取り組み状況について 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開  □一部公開 

非公開の理由  

傍聴者の数 0名 

資料の名称 

・次第 

・令和６年度 第３期障がい者計画及び第７期障がい

福祉計画、第３期障がい児福祉計画の取り組み状

況 

・指定障がい福祉サービス、指定地域相談支援又は

指定計画相談の種類ごとの計画と実績 

・地域生活支援事業の種類ごとの計画と実績 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全文記録 

■録音テープを使用した要点記録 

□要点記録 

記録内容の確認方法 会議出席委員による確認 

 内容に相違ありません。 

 

委員            ㊞ 

 

委員            ㊞ 

 

その他の必要事項 なし 
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審議内容 （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

１．開会挨拶 

 

２．会長挨拶 

 

３．議事 

（１）「第３期福津市障がい者計画」及び「第７期福津市障がい福祉計画

及び第３期障がい福祉計画」の取り組み状況について 

 

・事務局より説明 

 

・（中嶋委員）自立支援協議会に関する説明があったが、古賀と新宮の状

況について教えてほしい。 

 ⇒ 今回、業種別に作ったグループは、福津市におけるものである。古

賀市においては、就労支援グループが以前より精力的に活動している

が、その他のグループについては、まだあまり出来上がっていないと

聞いている。（市） 

 

・（占部委員）2市 1町立ち上げ時は、当時の古賀市の担当係長が積極的

な方であったので、様々な取り組みについて、福津市、新宮町、と足

並みを揃えて行ってきたが、現在の状況として、課題が複雑化してい

る。 

⇒ 令和８年度には古賀市でも基幹相談支援センターが設置予定であ

り、2市 1町すべてで設置されることも踏まえ、これまでの体制では

各市町とも限界を感じているため、自立支援協議会のあり方を再構築

する方向で今後検討していく。 

 

・（花田委員）新宮町においても、いちばん星が中心となって活動してい

ると聞いている。2市 1町で動いていく意味も、薄くなってきている

のではないか。 

  ⇒ 新宮町には、基幹がすでに町庁舎内に設置されている。古賀市も、

令和 8年度に基幹を設置する予定と聞いている。各市町それぞれに基

幹ができれば、それぞれが単独で動いていく形になっていく可能性は

高い。（市） 
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 ・（花田委員）資料の 3ページに、テレワークオフィスにおいて企業見学

会を実施との記載あるが、実際に通所せず、テレワークという形で適

切な就労支援を行うのは難しいのではないか。 

  ⇒ 在宅の就労継続支援 B型も、宗像市に事業所がある。主に精神障が

い者の方が、多く利用している。PCを通じリモートでつなげて、利用

者は作業を行う。定期的に事業所に行く日が設定されている。（占部

委員） 

 

 ・（麻生委員）連携会議の各グループ会議の議事録はとってあるのか。 

  ⇒ 今回の推進協議会のように、公開されている会議録はないが、申し

出があれば、各グループで記録されている内容を伝えることはできる

と思う。（市） 

 

・（花田委員）福岡市の場合、児童発達支援センターや就労継続支援 A型事

業所などで、障がい福祉サービス第三者評価事業というものがある。事

業所をただ増やすのではなく、吟味していく必要があると思う。 

  ⇒ 事業所の指定をするのは、県であるため、市は、意見書という形で

手続きに関わる。直接指定に関する権限があるわけではないが、中に

は利益目的で事業所を立ち上げたいといった相談も寄せられているた

め、事業内容についてよく話を伺った上で、慎重に対応したい。

（市） 

 

・（中嶋委員）児童発達支援、及び放課後等デイサービス共に、事業所数が

増えている。今は人口増の傾向にあるが、やがて人口が減少していった

際に、事業所数を調整するといった、市のビジョンはあるのか。 

  ⇒ 今のところは、人口が減少した後の対応は考えていない。福津市の

事業所を増やしても、他市からの利用者も増えていくことが予想され

る。サービス需要量の推計については、障がい福祉計画の中で都度見

直ししていく。（市） 

 

・（杉本委員）児童発達支援、及び放課後等デイサービスの事業所数につい

て意見が出ていたが、数というよりも、質を高めるべきだと考える。通

所している児童については、学童での対応が難しい場合もあり、放デイ

での手厚い支援が必須とされる児童もいると聞いているが。 

   人材育成に関する予算を割くことも必要なのではないか。 

  ⇒ 連携会議の各グループにおいて、自ら研修を企画するグループもあ

る。市単独や 2市一町で研修を企画するにおいても、職種ごとの各グ

ループと調整のうえ、取り組んでいく必要があると考える。（市） 
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・（中山委員長）少子化ではあるが、障がい福祉で支援を受けている児童数

は増えているというデータがある。 

  ⇒ 毎年、予算資料作成のため、利用量の伸び率を計算するが、人口増

加だけが要因ではない伸び率であると実感している。（市） 

 

・（占部委員）宗像市に特別支援学校ができるが、それに伴い、宗像市へ転

居する児童もいるとの話を聞いた。宗像市は、放デイの需要を見込ん

で、今ある事業所の受け入れ可能人数を調査し、今後の事業所増加を含

め、検討に取り組んでいる。福津市も対策が必要だと考える。 

 

・（占部委員）地域支えあい制度の名簿登録についてであるが、名簿の更新

はあるのか。緊急連絡先が変わる場合もある。 

  ⇒ 死亡、転出については、住民基本台帳とリンクさせているため、自

動的に名簿から削除されるようになっている。緊急連絡先など、内容

に変更があった場合については、現在は、登録者からの申し出があれ

ば変更の対応をすることとなっている。登録意思の確認については、

毎年行うものではなく、今後の検討課題だと捉える。（市） 

 

・（占部委員）虐待対応のケースの件数については、延べ対応件数か。 

  ⇒ 延べ対応件数である。（市） 

 

・（花田委員）８．情報アクセシビリティの向上について、行政情報の合理

的配慮とあるが、市民の目に触れる文書は、全般的に平易な言葉でわか

りやすく作成してほしい。知的障がい者の方を含め、ただルビを振るの

ではなく、様々な方に配慮した文書を意識してほしい。 

 

・（中山委員長）合理的配慮に関連して、福津市の新規採用職員だけでな

く、民間事業所に広げて研修を実施してほしい。 

  ⇒ 県において、合理的配慮の講師を派遣する制度があるとのこと。知

識、及び経験のある講師の派遣を民間事業所に紹介するのも、一つの

案だと考える。（市） 

 

・（中嶋委員）９．防災・防犯体制の整備の福祉避難場所の設置について、

かりつけ医のいる病院に避難することが想定されているのか。 

  ⇒ 必ずしも、かかりつけ医のいる病院が避難先とは限らない。事前に

登録を行うことで、協定先の病院に災害時の避難ができるようになっ

ている。（市） 
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・（占部委員）福祉避難場所への避難が必要な人については、どのように周

知されているのか。 

・（杉本委員）在宅医療を利用されている方は、入院が必要な時には、主治

医による、ベッドの確保ができているケースがあると思うが、災害時に

それが機能するかは別問題だと考えられる。（医療型）福祉避難場所の

考え方とはどういうものか。 

 ⇒ （医療型）福祉避難場所の考え方としては、あくまでも場所の提供で

あり、そこで医療行為が発生するものではない。非常時の医療機器の電

源確保などを想定した避難場所である。そこで、医師や看護師による医

療行為が必要となれば、通常の保険適用での医療対応となる。 

対象となる方への周知は、ニーズに応じて（医療型）福祉避難所の情

報を提供するなどあるが、対象者の情報を把握することの難しさを感じ

ている。（市） 

 

・（杉本委員）必要な人に、（医療型）福祉避難所の事前登録が案内できて

いればよいが。 

 ⇒ 医療的ケア児に関しては、県主催の会議が定期的に開催されており、

市の担当者も出席しているが、医療的ケア児に関して、対象者の把握方

法について議題に上がっており、県としてもその情報共有・収集の方法

が検討されているところである。できる限り取りこぼしがないように、

市としてもその方法については検討していきたい。（市） 

 

・（杉本委員）医療的ケア児に関して、障がい福祉計画の中に、令和 8年度

を目指して、医療的ケア児等コーディネーターを配置すると記載があっ

たが、具体的な動きはあるのか。 

 ⇒ 今のところはまだ、具体的に決まっていない。 

 

・（中山委員長）１０．差別の解消・権利擁護の推進において、成年後見制

度利用支援事業とはどういうものか。 

 ⇒ 後見人の申し立て費用及び後見人に支払う報酬に対して助成するもの

である。報酬の助成については、本人の収入等に応じ基準がある。

（市） 

 

・（杉本委員）日中一時支援事業の利用実績が減っている。もしかして、対

象児童の保護者の中で事業のことを知らない人がいるのではないか。ま

た、福津市は、児童の居宅介護の利用基準が厳しいと聞くが、家庭の状

況をもう少し考慮して基準の緩和を検討してもらえればと思う。 
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４．事務連絡 

委員の任期について 

 

５．閉会挨拶 

 


